
本
件
に
お
け
る
、
生
活

保
護
か
ら
の
締
め
出
し
の

構
造
は
「
①
申
請
が
あ
る

の
に
、
『
相
談
』
と
し
て

扱
い
、
申
請
が
あ
っ
た
も

の
と
扱
わ
な
い
②
保
護
の

利
用
段
階
で
、
個
別
の
厳

し
い
指
導
や
嫌
が
ら
せ
を

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保

護
廃
止
に
持
っ
て
い
く
」

こ
れ
は
全
国
的
に
起
き
て

い
る
こ
と
で
す
が
、
事
前

相
談
件
数
を
分
母
と
し
て
、

申
請
に
至
っ
た
件
数
を
分

子
と
し
た
申
請
率
が
平
成

一
七
年
度
の
厚
生
労
働
省

調
査
で
埼
玉
県
全
体
が
四

一
・
八
％
、
三
郷
市
は
一

三
・
二
％
、
調
査
時
期
と

調
査
元
が
違
い
ま
す
が
、

平
成
一
六
年
度
、
会
計
検

査
院
調
査
で
は
全
国
平
均

が
三
〇
・
六
％
。
餓
死
者

の
出
た
北
九
州
市
で
さ
え
、

二
〇
・
八
％
と
な
り
ま
す
。

し
た
。

原
告
側
主
張
の
要
旨

①
原
告
ら
の
生
活
保
護
申

請
を
、
約
一
年
半
に
渡
り
、

繰
り
返
し
拒
否
（
窓
口
規
制
）

②
保
護
開
始
後
、
住
宅
費
を

支
給
せ
ず
、
誤
っ
た
指
導
に

よ
り
、
市
外
へ
転
居
さ
せ
、

わ
ず
か
二
ヶ
月
余
り
で
保
護

を
打
ち
切
る
（
保
護
開
始
後

の
追
い
出
し
行
為
）
③
違
法

な
追
い
出
し
行
為
を
隠
蔽
す

る
た
め
、
原
告
ら
の
転
居
を

一
月
二
三
日
（
水
）
の

雪
降
る
中
、
「
三
郷
生
活

保
護
国
家
賠
償
請
求
裁
判
」

を
傍
聴
し
よ
う
と
、
傍
聴

整
理
券
が
配
ら
れ
る
九
時

三
〇
分
前
か
ら
、
多
く
の

傍
聴
希
望
者
が
、
さ
い
た

ま
地
裁
ロ
ビ
ー
に
集
ま
り

ま
し
た
。
裁
判
は
、
九
時

五
〇
分
か
ら
で
傍
聴
席
の

五
一
名
と
傍
聴
で
き
な
か
っ

た
人
、
合
わ
せ
て
八
〇
名

を
超
え
る
人
々
が
見
守
る

な
か
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
第
一
回
の
被

告
三
郷
市
か
ら
の
反
論
、

「
①
生
活
保
護
の
相
談
だ

け
で
あ
り
、
申
請
は
な
か
っ

た
②
平
成
一
八
年
六
月
に

弁
護
士
が
同
行
し
て
申
請

す
る
ま
で
は
、
そ
も
そ
も

要
保
護
状
態
に
は
な
か
っ

た
③
転
出
の
通
知
は
不
要

な
場
合
で
あ
り
、
葛
飾
区

で
の
生
活
保
護
申
請
を
禁

止
し
た
こ
と
も
な
い
」
に

対
す
る
反
証
弁
論
。
原
告

弁
護
団
は
パ
ソ
コ
ン
を
使

用
し
、
誰
に
で
も
わ
か
り

や
す
く
説
明
を
展
開
し
ま

葛
飾
区
へ
通
知
せ
ず
、
葛

飾
区
で
の
保
護
申
請
を
禁

止
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
行
為
は
、
憲

法
及
び
生
活
保
護
法
に
反

し
、
違
憲
違
法
で
す
。

原
告
反
証
に
傍
聴

者
の
大
き
な
共
感

原
告
反
証
は
、
三
郷
市

の
保
護
行
政
の
悪
さ
を
浮

き
立
た
せ
る
も
の
で
あ
り
、

憲
法
や
生
活
保
護
法
を
生

か
す
行
政
の
あ
り
方
を
問

い
た
だ
す
内
容
と
な
り
ま

し
た
。

裁
判
後
の
報
告
集
会
で

は
、
原
告
を
励
ま
す
と
共

に
、
支
援
す
る
会
を
中
心

と
し
て
、
裁
判
勝
利
に
む

け
、
奮
闘
し
て
い
く
こ
と

が
、
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

次
回
、
第
三
回
口
頭
弁
論

日

時
：
〇
八
年
四
月
二
三
日
（
水
）

午
前
九
時
五
〇
分
～
一
〇
時
二
〇
分

場

所
：
さ
い
た
ま
地
方
裁
判
所
一
〇
五
法
廷

＊
弁
護
団
報
告
会
が
裁
判
終
了
後

埼
玉
弁
護
士
会
館
三
階
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

八
〇
人
を
超
え
る
傍
聴
者


